
親子ひろば事業の利用にかかる留意事項 

令和２年６月３日決定 

令和２年６月 26日改訂 

令和３年６月４日改訂 

令和３年６月 18 日改訂 

令和３年７月９日改訂 

令和３年 10 月 22 日改訂 

１ 利用にあたっての留意事項 

令和３年 10 月 22 日国分寺市新型コロナウイルス感染症対策本部の決定

により，令和３年 10 月 25 日から，新型コロナウイルス感染拡大防止対策を

行った上で第５段階に移行することが決定しました。 

  国分寺市親子ひろば事業については，新型コロナウイルス感染拡大防止対

策を行った上で，下記のとおり実施します。利用にあたっては，必ず確認を

お願いいたします。 

■緊急事態宣言解除後（令和３年 10月１日以降）における国分寺市の公共施設利用フロー 

公共施設利用

フロー段階 
各段階の考え方 再開内容 

第１段階 感染防止対策を講じたうえで，短時間で

の利用を対象とする 

親子ひろば事業休止 

第２段階 感染防止対策を講じたうえで，屋外・時間

短縮（夜間利用中止）等の制限付利用など

も対象とする 

※原則，福祉施設を除く 

第３段階 感染防止対策を講じたうえで，屋内スポ

ーツ施設も対象とする 

〇１回の利用１時間 30分を限度 

〇利用人数の制限 

〇水分補給以外の飲食禁止 

第４段階 感染防止対策を講じたうえで，福祉施設・

夜間利用なども対象とする 

〇１回の利用２時間を限度 

〇誕生会等の一部イベント再開 

第５段階 感染防止対策を講じたうえで，調理を伴

う利用なども対象とする 

〇社会的距離の確保できる人数の受け入れ 

〇利用時間制限解除 

〇飲食禁止解除 

〇感染リスクが高い活動再開 

【令和３年 10月 25日から順次適用】 

 

 

〇各親子ひろば事業実施場所の社会的距離の確保できる人数の受け入れ 

〇各親子ひろば事業実施場所の施設の状況を踏まえ，順次利用時間を拡充 

〇感染防止対策を講じることを前提に，感染リスクが高い活動再開 

〇ひろば内での飲食の再開については，現在，検討中です。 

引き続き，感染防止対策を徹底し，予防策を遵守していただきますよう御理解・御協力をお願い

いたします。 



 

※ 感染リスクが高い活動 

利用者同士の間隔を一定（２ｍを目安）空けることが難しいもの，飛沫に

より感染する可能性が高いもの 

例）調理，体操，ヨガ，ダンス，合唱，工作など 

 

２ 利用前の留意事項 

 (1) 利用前の検温について 

   利用前には，必ず検温し，37.5 度以上の発熱があった場合（又は平熱比

１度超過）や，発熱がない場合でも，咳（せき），のどの痛みなど風邪の症

状，だるさ（倦怠感），息苦しさ（呼吸困難）・嗅覚や味覚の異常などの症

状がある場合は，利用をご遠慮いただきます。 

 (2) 海外への訪問歴について 

   過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国，地域等への訪問歴が

ある場合は，利用をご遠慮いただきます。   

 (3) 個人用のタオル等の持参について 

   ひろばでは，おむつ替え台，クーハン等の消毒及び交換は行いますが，

感染症拡大防止のため，個人用のバスタオル等の敷布の使用をお願いして

います。手洗い用のタオルも含め，ひろば内でお使いになるものはご用意

願います。 

 

３ 利用時の留意事項 

 (1) マスクの着用をお願いします。（大人・３歳以上のお子さん）３歳以上

のお子さんであって，マスクの着用が難しい場合であっても，マスクを

持参ください。マスクがない場合は，利用をお断りさせていただくこと



があります。 

 (2) 生後６か月未満の乳児は，保護者等と合わせ１人とみなします。。 

 (3) 利用者同士の間隔を最低１ｍ（できるだけ２ｍを目安に）空けて活動し

てください。 

 (4) 利用前，利用後は，手洗い・手指の消毒をお願いします。 

 (5) ひろば内では，水分補給以外の飲食はできません。ただし，主治医より

許可を得た方等，特別な事情がある場合はこの限りではありません。 

 (6) ひろば内で感染が判明した時は，利用時間と親子ひろば事業登録時に

記載された個人情報を必要に応じて保健所等に提供する場合がありま

す。 


